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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月1日(2011.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　選択的セロトニン再取り込み阻害剤および式（I）の化合物：
【化１】

［式中、
　R1およびR2は、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アリール、シクロア
ルキルもしくはアロイルであるか、またはR1およびR2は、隣接する窒素原子と共に、複素
環式環を形成し；
　XはOまたはSであり；
　nは1または2である］
またはその薬学的に許容できる塩もしくは溶媒和物、および医薬担体を含む、中枢神経系
の障害を処置するための医薬組成物。
【請求項２】
　式（I）の化合物がトランス-4-{2-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-ピペラジン-1-イル]-エ
チル}-N,N-ジメチルカルバモイル-シクロヘキシルアミンまたは薬学的に許容できるその
塩である、請求項1に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　式（I）の化合物がトランス-4-{2-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-ピペラジン-1-イル]-エ
チル}-N,N-ジメチルカルバモイル-シクロヘキシルアミン塩酸塩である、請求項2に記載の
医薬組成物。
【請求項４】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤がシタロプラム、エスシタロプラム、フルオキセチ
ン、フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリンまたはそれらの薬学的に許容できる塩
もしくは溶媒和物から選択される、請求項1に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤がエスシタロプラムまたは薬学的に許容できるその
塩である、請求項4に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤がシュウ酸エスシタロプラムである、請求項5に記
載の医薬組成物。
【請求項７】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤が臭化水素酸エスシタロプラムである、請求項5に
記載の医薬組成物。
【請求項８】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤がエスシタロプラムまたは薬学的に許容できるその
塩である、請求項3に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤がシュウ酸エスシタロプラムである、請求項8に記
載の医薬組成物。
【請求項１０】
　選択的セロトニン再取り込み阻害剤が臭化水素酸エスシタロプラムである、請求項8に
記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　障害が気分障害である、請求項1から10のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１２】



(3) JP 2010-535790 A5 2011.9.22

　気分障害が大うつ病性障害である、請求項11に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　障害が処置抵抗性大うつ病性障害である、請求項1から10のいずれか１つに記載の医薬
組成物。
【請求項１４】
　障害が双極性うつ病である、請求項1から10のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　障害が統合失調症である、請求項1から10のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　請求項1に記載の式（I）の化合物またはその薬学的に許容できる塩もしくは溶媒和物を
、該選択的セロトニン再取り込み阻害剤より前、後、または同時に投与することを特徴と
する、請求項1から15に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　有効量の式（I）の化合物：

【化２】

［式中、
　R1およびR2は、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アリール、シクロア
ルキルもしくはアロイルであるか、またはR1およびR2は、隣接する窒素原子と共に、複素
環式環を形成し；
　XはOまたはSであり；
　nは1または2である］
および/またはその幾何異性体および/または立体異性体および/またはジアステレオマー
および/または塩および/または水和物および/または溶媒和物および/または多形体、なら
びに医薬担体を含む、うつ病を処置するための医薬組成物。
【請求項１８】
　式（I）の化合物がトランス-4-{2-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-ピペラジン-1-イル]-エ
チル}-N,N-ジメチルカルバモイル-シクロヘキシルアミンまたは薬学的に許容できるその
塩である、請求項17に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　式（I）の化合物がトランス-4-{2-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-ピペラジン-1-イル]-エ
チル}-N,N-ジメチルカルバモイル-シクロヘキシルアミン塩酸塩である、請求項18に記載
の医薬組成物。
【請求項２０】
　うつ病を処置するための医薬の製造における、式（I）の化合物：
【化３】

［式中、
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　R1およびR2は、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アリール、シクロア
ルキルもしくはアロイルであるか、またはR1およびR2は、隣接する窒素原子と共に、複素
環式環を形成し；
　XはOまたはSであり；
　nは1または2である］
および/またはその幾何異性体および/または立体異性体および/またはジアステレオマー
および/または塩および/または水和物および/または溶媒和物および/または多形体の、治
療有効量での使用。
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